
木祖村空き家情報登録制度「空き家バンク」イメージ

登録情報は木祖村ホームページで公表します。
　公開する情報

空き家バンク以外の空き家の取引を規制する物ではありません
村では、情報提供や最低限必要な連絡調整は行いますが、物件の賃貸借、売買等に関する交渉や契約等に係る仲介行為は一切行いません
情報提供後、契約後に生じたトラブルは、当事者間で解決してください
情報は所有・管理者から得た情報を元に作成しますので、実際の状況とは異なる場合があります
物件の詳細については所有者・管理者にご確認ください

空き家物件は、不動産業者が扱う物件と違い、所有者が居住しなくなった建物で、管理状態にもよりますが、居住するには、
修繕や、家財の整理が必要であったりします。費用も借主負担となる場合がほとんどです

　　　1．希望契約（賃貸、売却の別）
　　　2．物件所在地（大字まで）
　　　3．希望価格
　　　4．物件概要（構造・設備状況等）
　　　5．主要施設等への距離
　　　6．間取図・地図・写真
　　　7．その他必要な情報
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1.登録申し込み 3.情報提供

2.現地等確認 4.利用登録

連絡調整 連絡調整
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